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☆結合商標の類否判断………………………… ⑴

１　結合商標とは
「結合商標」とは、一つの商標とまずは認識できる

商標において、二つ以上の構成部分が組み合わせら
れている商標をいう。二つ以上の構成部分の組合せ
は、文字と文字の組合せ、文字と図形の組合せ、文
字、図形及び記号の組合せなどが考えられる。

なお、商標登録出願においては、出願に係る商標が
一つの商標とされていることは明らかである。しかし、

実際に商品やその広告などに使用される記載のうち、
どこまでの記載が一つの商標と認識できる範囲である
のかが必ずしも明確にならない場合もある。この点は、
商標権侵害案件においては、疑義侵害標章としてどの
記載部分を対象とすべきかという問題になりうる。

２　要部観察と分離観察
商標の類否判断手法として、一般に、「要部観察」
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